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Ｑ２ 「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少」とありますが、この「新型コロナウ

イルス感染症の影響」とは、どのような範囲をいいますか。直接的な影響だけでなく、間接
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のことですが、令和２年２月以降の収入であれば何月の収入を用いてもよいのですか。ま

た、配偶者や世帯主の収入については、同じ月の収入を申告する必要がありますか。 

Ｑ９ 申立書に記載する収入には、新型コロナウイルス対策で支給される 10万円の給付金も含ま

れるのでしょうか。 

Ｑ10 何故、自分の収入だけでなく、配偶者や世帯主の収入で申告しないといけないのでしょう

か。 

Ｑ11 「所得の申立書」により申請した収入額について、証明する書類を提出する必要はありま

すか。 

Ｑ12 現在は、営業を続けているため所得の減少はありませんが、数か月後先に所得の減少が予

想される場合、申請することは可能でしょうか。 

Ｑ13 臨時特例はいつまで申請できますか。 

【その他】 

Ｑ14 免除が承認された保険料について、後日、収入が回復したら納めることは可能ですか。 

Ｑ15 今、免除の承認を受けていますが、今回の特例免除は通常の免除よりも有利になることは

あるのでしょうか。 

Ｑ16 臨時特例の申請手続きを行いたいのですが、現在、国民年金基金に加入しています。そち

らも何か手続きが必要でしょうか。 

Ｑ17 免除が認められると、先に納付した保険料は還付されますか。 

Ｑ18 息子の国民年金保険料の臨時特例の手続きをしたいのですが、「所得の申立書」は親が代わ

りに記載することは可能でしょうか。 

Ｑ19 「所得の申立書」のうち配偶者・世帯主欄は、それぞれ申請者本人が記載することは可能

でしょうか。 

Ｑ20 令和２年度以降に令和元年度分と令和２年度分の免除等の申請をしたいのですが、免除申

請書は 2枚記入すればいいでしょうか。 
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Ｑ21 令和元年７月から新型コロナウイルス感染症以外の感染症にかかり入院したため収入が大

きく減少しましたが、臨時特例の対象となりますか。 

Ｑ22 令和２年１月１日からは所得税法上の給与所得控除額の最低額は 55 万円に引き下げされて

いますが、「所得の申立書」（裏面）に給与所得控除の見込額については「65万円に満たない

場合は 65万円」とあります。 

臨時特例における所得見込額を計算する際に、給与所得控除の見込額を 65 万円として計算

してよいのでしょうか。 

Ｑ23 既に令和元年度分（令和元年７月～２年６月分）については、一部免除が決定されています

が、令和２年２月分以降について臨時特例による免除申請を行うことはできますか。 

Ｑ24 臨時特例手続において所得見込額により全額免除が承認されましたが、その後、所得金額が

確定し、全額免除を超える所得金額であったことが判明した場合は、全額免除の承認が取消

になりますか。 

Ｑ25 臨時特例手続を行いたいのですが、免除申請書の「申請年度」欄には何年度と記入すればよ

いですか。 

【追加分】 

Ｑ26 臨時特例による免除申請を行った後、所得がさらに減少したことにより、年間の所得見込額

が減少する場合は、あらためて臨時特例による免除審査を行うことはできますか。 

Ｑ27 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2年 7月以降に収入が減少した場合は、令和

2年 2月分まで遡って臨時特例による免除申請を行うことはできますか。 
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【制度概要】 
 

 

 

 

（回答） 

令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金の免除相当

程度まで所得の低下が見込まれる方について、臨時特例措置として、簡易な手続きにより、国民年金

保険料を免除・猶予する取扱い（以下「臨時特例」という。）を行うこととなりました。 

 

免除・猶予の承認区分は、①全額、②納付猶予、③4分の3免除、④半額免除、⑤4分の1免除の5種

類（以下「免除等」という。）があり、特段のご希望がなければ、①から順番に審査を行います。 

 

免除等を受けた期間については、年金を受け取るために必要な受給資格期間（120月）の対象期間

には算入されますが、追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなることにご留意くださ

い。 

なお、学生の場合は、学生納付特例の臨時特例の対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

今般の臨時特例は、経済社会全般に重大な影響が及んでいることなどを鑑みて講じた措置であり、

勤務日数の減少、営業時間の短縮、休業要請による業務委託契約の解除などの直接的な影響に限られ

ず、収入の減少の事実があれば、広く該当することとなります。 

 

  

Ｑ１ 今回の国民年金保険料の免除の特例は、どんな内容ですか？ 

Ｑ２ 「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少」とありますが、この「新型コロナウイ

ルス感染症の影響」とは、どのような範囲をいいますか。直接的な影響だけでなく、間接的な影

響も含めてよいのでしょうか。 
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（回答） 

令和２年２月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免

除等や学生納付特例に該当する水準になることが見込まれる場合に、臨時特例の対象となります。 

具体的には、下記の表のとおりです。 

世帯の状況（扶養親族の数など）にもよりますが、例えば単身世帯の方の場合、当年中の所得見込

み（収入が減少した月の収入額を１２倍した額から必要経費の見込み額を控除した額）が５７万円以

下であれば、全額免除となります。 

申請手続きに当たって必要なのは、当年中の所得の見込みだけで、扶養親族等の数や社会保険料控

除額等については記載不要です。（日本年金機構において、前年（申請年度の前年）の課税情報によ

り判定いたします。） 

 

〇参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３ 「相当程度まで所得の低下」とありますが、どれくらいまで低下すればよいのでしょうか。 

＜免除の所得基準額＞ 
 
●全額免除・納付猶予 

        (扶養親族等の数＋１) × ３５万円 ＋ ２２万円 

●４分の３免除 

７８万円 ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等 

●半額免除 

１１８万円 ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等 

●４分の１免除 

１５８万円 ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等 

＜学生納付特例の所得基準額＞ 
 

１１８万円 ＋ 扶養親族等控除額 ＋ 社会保険料控除額等 
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【手続き】 
 

 

 

（回答） 

（学生以外の場合） 

臨時特例による免除等の申請手続きは、免除申請書に所定の「所得の申立書」を添付していただ

き、お住まいの市区町村の国民年金担当又は年金事務所の窓口に提出していただくことにより、可能

です。新型コロナウイルス感染症の拡大の防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用く

ださい。 

 

（学生の場合） 

臨時特例による学生納付特例の申請手続きは、学生納付特例申請書に所定の「所得の申立書」、学

生証のコピーを添付していただき、お住まいの市区町村の国民年金担当又は年金事務所の窓口若しく

は学生納付特例事務法人の窓口に提出していただくことにより、可能です。新型コロナウイルス感染

症の拡大の防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証の発行が遅延してコピー等が添付できない

場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入のうえ申請書の提出をお願いし

ます。 

 

「申請書」及び「所得の申立書」の様式は、日本年金機構のホームページからダウンロードするこ

とにより入手していただけます。 

 

 

 

詳しくは、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口、日本年金機構のコールセンター（ねんきん加

入者ダイヤル）や年金事務所までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ４ 臨時特例の申請は、どのように手続きすればよいでしょうか。 

日本年金機構ホームページ URL https://www.nenkin.go.jp/ 

「ねんきん加入者ダイヤル」 ℡ 0570－003－004 

０５０から始まる電話でおかけになる場合は（東京） ０３ -６６３０ -２５２５ 

           月～金曜日 8：30～19：00 

           第 2土曜日 9：30～16：00 

 

file://file4.inside.mhlw.go.jp/%E8%AA%B2%E5%AE%A4%E9%A0%98%E5%9F%9F4/12512000_%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%B1%80%E3%80%80%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%AA%B2/00%E5%85%B1%E6%9C%89/%E3%80%90%E9%87%8D%E8%A6%81%E3%80%91%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E5%AF%BE%E7%AD%96/20200319%E3%80%80%E3%80%90%E7%94%B3%E5%85%8D%E3%80%91%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E7%89%B9%E4%BE%8B%E5%85%8D%E9%99%A4%E3%80%80%E5%9B%BD%E7%AE%A1%E7%90%86/%E3%80%90%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%AE%A4%E3%80%9120200428%E3%80%80%E6%A9%9F%E6%A7%8BQ&A/01%E3%80%80%E7%85%A7%E4%BC%9A%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%B7%A8/%E3%80%80https:/www.nenkin.go.jp/
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（回答） 

（学生以外の場合） 

臨時特例については、令和２年２月分から６月分までの国民年金保険料に適用されます。 

 

なお、令和２年７月分以降の保険料の免除等については、次の免除期間（令和２年度の免除期間）

での申請手続となりますので、令和２年７月以降に改めて申請していただくことが必要です。 

 

（学生の場合） 

学生の方（学生納付特例）は、令和２年４月分から令和３年３月分までの国民年金保険料に適用さ

れます、なお、令和２年２月分及び３月分の保険料についても、臨時特例による申請をしようとする

場合には、申請の受付は同時にできますが、令和元年度分（令和２年２月及び３月分に限る。）と令和

２年度分（令和２年４月以降分）について、それぞれ申請書の提出が必要になります。 

 

 

 

 

 

（回答） 

  臨時特例の手続は、令和２年５月１日（金）から申請手続きが可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ５ 臨時特例は、何月分の国民年金保険料から適用されますか。 

Ｑ６ 臨時特例は、いつから申請手続きが可能になりますか。 
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（回答） 

  所得の見込額の計算にあたっては、以下の手順で算出してください。 

①  令和2年2月以降で収入が減少した月のうち、任意の１か月の収入の事業収入、不動産収

入、給与収入、公的年金等収入を合計し、１か月分の「収入額」を算出します。⇒（Ａ） 

②  ①で計算した額（Ａ）を12か月分に換算し、１年分の「収入見込額」を算出します。⇒

（Ｂ） 

③  以下を参考に控除相当額を算出し、12か月分に換算して年間の控除相当額を算定します。

⇒（Ｃ） 

       

・事業収入及び不動産収入がある方は、1か月あたりの必要経費を算出し、12か月分に換算 

します。 

     ・給与収入がある方は「給与所得控除」を計算します。 
       

給与所得控除 
Ｂの額のうち給与収入分（見込収入額）×40％ 

（上記計算式の結果、65万円に満たない場合は65万円） 

 

・公的年金等収入がある方は「公的年金等控除」を計算します。 
  

 

 

 

 

   ④ ②で計算した額（Ｂ）から③で計算した額（Ｃ）を差し引くことにより、所得の見込額（控

除後の所得見込額）を算出します。 
  

   ⑤ 所得の申立書の「収入が減少した後の所得見込額（必要経費等の控除後）」欄には、④で算

出した所得の見込額（控除後の所得見込額）を記入してください。 

 

  

公的年金等控除 
・65歳未満の者 → 70万円 

・65歳以上の者 → 120万円 

Ｑ７ 「所得の申立書」に記入する所得の見込額は、どのように計算すればよいですか。 
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（回答） 

  令和２年２月以降の収入であれば、何月の収入を用いていただいても構いません。 

ただし、将来の月の収入の見込みではなく、実際に収入が減少した実績のある月の収入で計算して

ください。 

令和２年２月から申請月までの間で、収入が減少した任意の月（例えば、最も収入が下がった月）

の収入を基に申請して下さい。 

配偶者、世帯主についてもこの臨時特例の申立てによる所得見込額での判定を希望する場合には、

申立てが可能ですが、この場合、申請者と必ずしも同じ月の収入にそろえて申告する必要はありませ

ん。 

なお、学生納付特例については、申請者本人の収入のみの記載で構いません。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

 給付金等の一時的な所得は対象外となりますので、記載していただく収入には含めずに計算して

ください。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

免除等の判定に当たっては、法律の規定により、世帯主及び配偶者についても、所得額を確認し、

それぞれ免除等の基準に該当していることが必要とされています。 

世帯主及び配偶者について、申立書に所得見込額の記載がない場合は、通常の免除等の申請と同様

に課税情報における前年所得等に基づき判定をしますので、配偶者や世帯主の分は、記載がなくて

も、申請は可能です。 

ただし、配偶者や世帯主についても、この臨時特例の申立てによる所得見込額での判定を希望する

場合には、配偶者や世帯主分についても所得見込額の記載をしてください。 

  

Ｑ８ 所得の見込額は、令和２年２月以降の収入が急減した月の所得額を 12か月分に換算するとのこ 

とですが、令和２年２月以降の収入であれば何月の収入を用いてもよいのですか。 

また、配偶者や世帯主の収入については、同じ月の収入を申告する必要がありますか。 

Ｑ１０ 何故、自分の収入だけでなく、配偶者や世帯主の収入も申告しないといけないのでしょう

か。 

Ｑ９ 申立書に記載する収入には、新型コロナウイルス対策で支給される 10万円の給付金も含まれ

るのでしょうか。 
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（回答） 

  今回の臨時特例の申請手続きを行うに当たっては、お尋ねのような証明書類を提出していただく必

要はありません。 

ただし、「所得の申立書」の内容を確認するために、後日、収入額の証明書類の提出をお願いする

場合がありますので、申請から２年間は保管※していただくようお願いします。 

所得見込額の内容を明らかにすることができる書類とは、例えば、令和2年2月以降の任意の1か月分

の契約解除通知書等の写し（所得見込額等がわかるもの）、事業所の業務帳簿（事業収入欄等）の写

し、給与明細書などになります。 

※ 今回の臨時特例については、申請時にご提出いただく書類を絞ることにより簡易な手続きとした

ものであるため、類似業務の取扱いを参考に、申請者の方に対し一定期間（申請から2年間）、保管

いただくこととしたものです。 

 

 

 

 

 

（回答） 

申請時点において、実際に所得の減少が発生していない場合は、臨時特例の対象になりません。実

際に、所得の減少が発生した際に、申請手続きをお願いいたします。 

なお、臨時特例は、令和２年２月以降のどの期間の収入を用いて申請いただいても、令和２年２月

分の保険料までさかのぼって適用が可能ですが、免除の承認を受けずに保険料が未納の状態で、けが

や病気で障害や死亡といった保険事故が生じた場合、障害年金や遺族年金を受けることができない場

合があるのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

（回答） 

  本特例は、臨時の時限的措置のため、その手続きの終了の時期については、別途日本年金機構ホー

ムページ等においてご案内します。なお、免除の承認を受けずに保険料が未納の状態で、けがや病気

で障害や死亡といった保険事故が生じた場合、障害年金や遺族年金を受けることができない場合があ

るので、臨時特例による免除を希望する場合は、できる限り速やかに申請手続きをお願いいたしま

す。 

 

 

 

Ｑ１１ 「所得の申立書」により算出した収入額について、証明する書類を提出する必要はあります

か。 

Ｑ１３ 臨時特例はいつまで申請できますか。 

Ｑ１２ 現在は、営業を続けているため所得の減少はありませんが、数か月後先に所得の減少が予想

される場合、申請することは可能でしょうか。 
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【その他】 
 

 

 

（回答） 

  免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、後から追納する

ことが可能です※。 

  ただし、免除等や学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に

一定の金額が加算されます。 

    免除等や学生納付特例を受けた期間について追納を希望する場合は、「追納申込書」による手続き

が必要になりますので、日本年金機構ホームページから申込書をダウンロードしていただくか、お近

くの年金事務所又は日本年金機構コールセンター（ねんきん加入者ダイヤル）にお問い合わせくださ

い。 

  ※一部免除が承認されている場合、納付すべき部分を納付している必要があります。 

 

 

 

 

 

（回答） 

  全額免除や一部免除などの同じ免除区分であれば、今回の特例手続であるかどうかにかかわらず、

その効果は、同じです。 

  なお、既に承認を受けている免除が「一部免除」である場合は、今回の臨時特例の手続を行うこと

により、所得の見込額の水準によっては国民年金保険料の「全額免除」が受けられる可能性がありま

す。 

（免除を受けた期間は、受給資格期間の対象期間には算入されます。ただし、納付した場合に比べる

と、将来の年金額が少なくなりますので、ご注意ください。） 

 

 

 

 

 

（回答） 

国民年金基金での必要な手続きについては、加入している国民年金基金にご確認ください。なお、

免除等や学生納付特例が承認されますと、国民年金基金の加入は終了となりますので、ご注意くださ

い。 

 

 

 

 

 

Ｑ１６ 臨時特例の申請手続きを行いたいのですが、現在、国民年金基金に加入しています。そちら

も何か手続きが必要でしょうか。 

Ｑ１４ 免除が承認された保険料について、後日、収入が回復したら納めることは可能ですか。 

Ｑ１５ 今、免除の承認を受けていますが、今回の特例免除は通常の免除よりも有利になることはあ

るのでしょうか。 
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（回答） 

申請手続き前に納付された保険料については、還付の対象になりません。 

半年分、1年分や2年分等の国民年金保険料をまとめて前納している場合は、免除申請を行った月以

降の保険料について還付することが可能です。この場合、免除の承認後に還付に係る通知が届きます

ので還付の申請手続きについてご対応をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

 代理で免除等や学生納付特例の申請を行う場合は、委任状が必要になります。 

その上で、「所得の申立書」の記載については、世帯主等が被保険者の代わりに記載していただくこ

とも可能です。 

ただし、代理の方が被保険者に代わって所得の申立書を記入する場合は、申立書の下部の署名欄に

被保険者ご本人様の署名又は本人の署名でない場合は押印をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

 申立書の配偶者及び世帯主に係る記載欄については、申請者本人がしていただいて差し支えありま

せん。 

 

 

 

 

 

（回答） 

令和元年度分免除申請において、通常の免除申請【令和元年度（令和元年7月～令和2年1月）】、臨

時特例による申請【令和元年度（令和2年2月～令和2年6月）】と令和2年度分の申請臨時特例による申

請【令和2年度（令和2年7月～令和3年6月）】を同時に申請する場合は、3枚の申請書が必要となりま

す。 

 

 

Ｑ１８ 息子の国民年金保険料の臨時特例の手続きをしたいのですが、「所得の申立書」は親が代わ

りに記載することは可能でしょうか。 

Ｑ１７ 免除が認められると、先に納付した保険料は還付されますか。 

Ｑ１９ 「所得の申立書」のうち配偶者・世帯主欄は、それぞれ申請者本人が記載することは可能で

しょうか。 

Ｑ２０ 令和２年度以降に令和元年度分と令和２年度分の免除等の申請をしたいのですが、免除申請

書は 2枚記入すればいいでしょうか。 
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（回答） 

  本臨時特例は、令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなどに

より収入が減少した場合に対象となります。 

新型コロナウイルス感染症以外の影響による収入の減少については、本臨時特例の対象とはなりま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

  本臨時特例による免除等の申請手続きは、申請時の所得見込額の計算において申請者の負担となら

ないよう簡易な手続きとするため、所得税法上の控除額の取扱いを適用せず、給与所得控除額を 65万

円として計算します。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

  既に一部免除の承認を受けている場合、当該承認期間のうち、令和２年２月分以降については臨時特

例による免除等の申請手続きが可能です。 

臨時特例による免除等の申請手続きを希望する場合は、改めて免除申請書と所得の申立書を提出し

てください。 

審査の結果、全額免除に該当する場合には、既に一部納付をしている一部免除期間を除き、全額免除

を承認することになります（令和２年１月分以前は一部免除のままです）。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２１ 令和元年７月から新型コロナウイルス感染症以外の感染症にかかり入院したため収入が大き

く減少しましたが、臨時特例の対象となりますか。 

Ｑ２２ 令和２年１月１日からは所得税法上の給与所得控除額の最低額は 55 万円に引き下げされて

いますが、「所得の申立書」（裏面）に給与所得控除の見込額については「65万円に満たない場

合は 65万円」とあります。 

臨時特例における所得見込額を計算する際に、給与所得控除の見込額を 65万円として計算し

てよいのでしょうか。 

Ｑ２３ 既に令和元年度分（令和元年７月～２年６月分）については、一部免除が決定されています

が、令和２年２月分以降について臨時特例による免除等の申請を行うことはできますか。 



13 
 

 

 

 

 

 

（回答） 

臨時特例手続きについては、所得減少後の任意月の収入等を基に年間の所得見込額を算出し、審査す

ることとしているため、事後に判明した所得額が免除基準額を超過した場合であっても、免除の承認を

取り消すことはありません。 

  ただし、臨時特例免除等の承認後、申請時における「所得の申立書」の記載内容が虚偽であることが

判明した場合は、承認を取消しすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

（回答） 

  令和２年２月分から令和２年６月分までの臨時特例手続を行う場合は、免除申請書の申請年度欄に

「令和元年度」と記入してください。 

  令和２年７月分から令和３年６月分までの臨時特例手続きを行う場合は、免除申請書の申請年度欄

に「令和２年度」と記入してください。 

 

 

 

【追加分】 

 

 

 

（回答） 

  臨時特例による免除申請で一部免除等の承認を受けた後に、さらに所得が減少した場合は、令和 2年

2月分以降の承認期間について、あらためて臨時特例免除の申請を行うことが可能です。 

  この場合、年金事務所に令和 2 年 2 月分以降の臨時特例免除の再審査を希望することを申し出いた

だき、あらためて免除申請書と所得の申立書を記入いただくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２４ 臨時特例手続において所得見込額により全額免除が承認されましたが、その後、所得金額が

確定し、全額免除を超える所得金額であったことが判明した場合は、全額免除の承認が取消に

なりますか。 

Ｑ２５ 臨時特例手続を行いたいのですが、免除申請書の「申請年度」欄には何年度と記入すればよ

いですか。 

 

Ｑ２６ 臨時特例による免除申請を行った後、所得がさらに減少したことにより、年間の所得見込額

が減少する場合は、あらためて臨時特例による免除審査を行うことはできますか。 
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（回答） 

  令和 2 年 7 月以降に収入が減少した場合であっても、令和 2 年 2 月分から臨時特例による免除申請

を行うことができます。 

  令和 2年 7月 1日以降に、2年度分（令和元年度及び令和 2年度）の臨時特例による申請を行う場合

は、免除申請書は 2枚提出する必要がありますが、所得の申立書は 1枚の提出で審査が可能です。 

 

 

 

 

 

Ｑ２７ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2 年 7 月以降に収入が減少した場合は、令和

2年 2月分まで遡って臨時特例による免除申請を行うことはできますか。 


